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株式会社　Ｎ・ＴＥＣ

特定家庭用機器再商品化法に基づき、令和7年度（令和7年4月1日～令和8年3月31日）の再商品化等を実施した状況は

■「特定家庭用機器廃棄物の再商品化等」実施状況の総括（総合計）

4台

4台
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93㎏
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■再商品化等実績（施行規則47条第1号に基づく報告）

1．製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品及び材料の重量

回収物重量 譲渡済み重量
（㎏） （㎏）

43 43

2 2

1 1

15 15

32 32

93 93

２．熱回収可能物を熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の熱回収可能物の重量

回収物重量 譲渡済み重量
（㎏） （㎏）

3 3
0 0
7 7
0 0

10 10

以上

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

処理プラントへの運搬台数

再商品化等処理台数

再商品化等処理重量

再商品化重量

指定引取場所での引取台数

再商品化率

令和7年度　「特定家庭用機器廃棄物の再商品化等」　実施状況

総重量

部品及び材料名

プラスチック
冷凍機油
ＲＤＦ
その他

鉄

銅

アルミニウム

非鉄・鉄等混合物

その他の有価物

総重量

部品及び材料名

下記の通りです。


